
審議事項 

土 地 関 係

（審議事項１～２） 



地価下落地域における土地の評価額の修正について 

固定資産評価基準第１章第 12 節二を別紙のとおり改める。 

審議事項１ 
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改正理由（審議事項１） 

固定資産税における宅地の評価については、基準年度の初日の属

する年の前年の１月１日の地価公示価格等を活用することとされて

いる。 

全国的に地価は回復傾向にあるものの、全国で３割程度、地方圏で

４割程度の地点で地価が下落していることから、地価下落をできる

限り反映させるため、令和６年度評価替えの価格調査基準日である

令和５年１月１日から令和５年７月１日までの半年間の地価の下落

状況を評価額に反映することができるようにするものである。 
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固
定
資
産
評
価
基
準
（
土
地
）
改
正
案
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
章

土
地

第
１
章

土
地

第
1
2節

経
過
措
置

第
12
節

経
過
措
置

一
宅
地
の
評
価
に
お
い
て
、
第
３
節
二
（
一
）
３
(
1
)
及
び
第
３
節
二
（
二
）
４
の
標
準
宅
地
の
適

一
宅
地
の
評
価
に
お
い
て
、
第
３
節
二
（
一
）
３
(
1
)
及
び
第
３
節
二
（
二
）
４
の
標
準
宅
地
の
適

正
な
時
価
を
求
め
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
基
準
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
１
月
１
日

正
な
時
価
を
求
め
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
基
準
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
１
月
１
日

の
地
価
公
示
法
（
昭
和
44
年
法
律
第
4
9号
）
に
よ
る
地
価
公
示
価
格
及
び
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動

の
地
価
公
示
法
（
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
9号
）
に
よ
る
地
価
公
示
価
格
及
び
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動

産
鑑
定
士
補
に
よ
る
鑑
定
評
価
か
ら
求
め
ら
れ
た
価
格
等
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
価
格

産
鑑
定
士
補
に
よ
る
鑑
定
評
価
か
ら
求
め
ら
れ
た
価
格
等
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
価
格

の
７
割
を
目
途
と
し
て
評
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動

の
７
割
を
目
途
と
し
て
評
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動

産
鑑
定
士
補
に
よ
る
鑑
定
評
価
か
ら
求
め
ら
れ
た
価
格
等
を
活
用
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
全
国
及
び

産
鑑
定
士
補
に
よ
る
鑑
定
評
価
か
ら
求
め
ら
れ
た
価
格
等
を
活
用
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
全
国
及
び

都
道
府
県
単
位
の
情
報
交
換
及
び
調
整
を
十
分
に
行
う
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
単
位
の
情
報
交
換
及
び
調
整
を
十
分
に
行
う
も
の
と
す
る
。

二
令
和
６
年
度
の
宅
地
の
評
価
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
は
、
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
５
年

二
令
和
３
年
度
の
宅
地
の
評
価
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年

７
月
１
日
ま
で
の
間
に
標
準
宅
地
等
の
価
額
が
下
落
し
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
３
節
一
か
ら
三

７
月
１
日
ま
で
の
間
に
標
準
宅
地
等
の
価
額
が
下
落
し
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
３
節
一
か
ら
三

ま
で
及
び
本
節
一
に
よ
つ
て
求
め
た
評
価
額
に
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
修
正
を
加
え
る
こ
と
が

ま
で
及
び
本
節
一
に
よ
つ
て
求
め
た
評
価
額
に
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
修
正
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

で
き
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
市
街
化
区
域
農
地
そ
の
他
の
宅
地
の
価
額
を
評
価
の
基
礎
と
し
て
価
額
を
求
め
る
こ
と
と

な
お
、
市
街
化
区
域
農
地
そ
の
他
の
宅
地
の
価
額
を
評
価
の
基
礎
と
し
て
価
額
を
求
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
土
地
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
長
は
、
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
７
月

さ
れ
て
い
る
土
地
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
長
は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
７
月

１
日
ま
で
の
間
に
第
３
節
一
か
ら
三
ま
で
及
び
本
節
一
に
よ
つ
て
求
め
た
当
該
土
地
と
そ
の
状
況
が

１
日
ま
で
の
間
に
第
３
節
一
か
ら
三
ま
で
及
び
本
節
一
に
よ
つ
て
求
め
た
当
該
土
地
と
そ
の
状
況
が

類
似
す
る
宅
地
の
価
額
が
下
落
し
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
当
該
宅
地
の
価
額
を
次
に
掲
げ
る
方

類
似
す
る
宅
地
の
価
額
が
下
落
し
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
当
該
宅
地
の
価
額
を
次
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
修
正
し
た
と
き
は
、
当
該
修
正
し
た
価
額
を
基
礎
と
し
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

法
に
よ
り
修
正
し
た
と
き
は
、
当
該
修
正
し
た
価
額
を
基
礎
と
し
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

１
略

１
略

２
宅
地
の
価
額
に
つ
い
て
は
、
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
49
年
政
令
第
3
87
号
）
に
よ
る

２
宅
地
の
価
額
に
つ
い
て
は
、
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
4
9
年
政
令
第
3
87
号
）
に
よ
る

都
道
府
県
地
価
調
査
及
び
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動
産
鑑
定
士
補
に
よ
る
鑑
定
評
価
等
を
活
用

都
道
府
県
地
価
調
査
及
び
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動
産
鑑
定
士
補
に
よ
る
鑑
定
評
価
等
を
活
用

し
、
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
７
月
１
日
ま
で
の
下
落
状
況
を
把
握
す
る
も
の
と
す

し
、
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
７
月
１
日
ま
で
の
下
落
状
況
を
把
握
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

３
略

３
略

三
略

三
略

別
紙
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指定市町村の変更について 

固定資産評価基準別表第７の２を別紙のとおり改める。 

審議事項２ 

4



改正理由（審議事項２） 

各都道府県の意見を参考に、利用条件等が標準的かどうか等につ

き検討した結果、山林の指定市町村の一部を指定替えするものであ

る。 
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固
定
資
産
評
価
基
準
（
土
地
）
改
正
案
新
旧
対
照
表

改
正
案

現
行

別
表
第
７
の
２

山
林
の
指
定
市
町
村
表

別
表
第
７
の
２
山
林
の
指
定
市
町
村
表

都
道
府
県
名

市
町

村
名

都
道
府
県
名

市
町
村

名

北
海
道
北
見
市

北
海

道
北
見
市

青
森
県
十
和
田
市

青
森

県
十
和
田
市

岩
手
県
花
巻
市

岩
手

県
花
巻
市

宮
城
県
登
米
市

宮
城

県
登
米
市

秋
田
県
由
利
本
荘
市

秋
田

県
由
利
本
荘
市

山
形
県
最
上
郡

金
山
町

山
形

県
最
上
郡

金
山
町

福
島
県
東
白
川
郡

棚
倉
町

福
島

県
東
白
川
郡
棚
倉
町

茨
城
県
常
陸
大
宮
市

茨
城

県
常
陸
大
宮
市

栃
木
県
鹿
沼
市

栃
木

県
鹿
沼
市

群
馬
県
甘
楽
郡

下
仁
田
町

群
馬

県
甘
楽
郡

下
仁
田
町

埼
玉
県
秩
父
市

埼
玉

県
秩
父
市

千
葉
県
夷
隅
郡

大
多
喜
町

千
葉

県
夷
隅
郡

大
多
喜
町

東
京
都
西
多
摩
郡

奥
多
摩
町

東
京

都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町

神
奈
川
県

南
足
柄
市

神
奈
川
県
南
足
柄
市

新
潟
県
村
上
市

新
潟

県
村
上
市

富
山
県
氷
見
市

富
山

県
氷
見
市

石
川
県
七
尾
市

石
川

県
七
尾
市

福
井
県
福
井
市

福
井

県
福
井
市

山
梨
県
南
巨
摩
郡

南
部
町

山
梨

県
南
巨
摩
郡
南
部
町

長
野
県
佐
久
市

長
野

県
佐
久
市

岐
阜
県
郡
上
市

岐
阜

県
郡
上
市

静
岡
県
浜
松
市

静
岡

県
浜
松
市

愛
知
県
豊
田
市

愛
知

県
豊
田
市

三
重
県
松
阪
市

三
重

県
松
阪
市

滋
賀
県
甲
賀
市

滋
賀

県
甲
賀
市

京
都
府
船
井
郡

京
丹
波
町

京
都

府
船
井
郡

京
丹
波
町

別
紙
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大
阪
府
河
内
長
野
市

大
阪

府
河
内
長
野
市

兵
庫
県
美
方
郡

新
温
泉
町

兵
庫

県
美
方
郡

新
温
泉
町

奈
良
県
吉
野
郡

川
上
村

奈
良

県
吉
野
郡

川
上
村

和
歌
山
県

有
田
郡

有
田
川
町

和
歌
山
県
有
田
郡

有
田
川
町

鳥
取
県
八
頭
郡

八
頭
町

鳥
取

県
八
頭
郡

八
頭
町

島
根
県
安
来
市

島
根

県
安
来
市

岡
山
県
苫
田
郡

鏡
野
町

岡
山

県
苫
田
郡

鏡
野
町

広
島
県
廿
日
市
市

広
島

県
廿
日
市
市

山
口
県
山
口
市

山
口

県
山
口
市

徳
島
県
那
賀
郡

那
賀
町

徳
島

県
那
賀
郡

那
賀
町

香
川
県
仲
多
度
郡

ま
ん
の
う
町

香
川

県
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町

愛
媛
県
西
条
市

愛
媛

県
西
条
市

高
知
県
吾
川
郡

仁
淀
川
町

高
知

県
吾
川
郡

仁
淀
川
町

福
岡
県
八
女
市

福
岡

県
八
女
市

佐
賀
県
嬉
野
市

佐
賀

県
嬉
野
市

長
崎
県
大
村
市

長
崎

県
大
村
市

熊
本
県
菊
池
市

熊
本

県
菊
池
市

大
分
県
竹
田
市

大
分

県
日
田
市

宮
崎
県
日
南
市

宮
崎

県
日
南
市

鹿
児
島
県

曽
於
市

鹿
児
島
県
曽
於
市

沖
縄
県
国
頭
郡

国
頭
村

沖
縄

県
国
頭
郡

国
頭
村
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審議事項 

家 屋 関 係

（審議事項３～６） 



再建築費評点補正率等の改正について 

固定資産評価基準第２章第４節二 

同 別表第９ 

を別紙のとおり改める。 

審議事項３ 

1



改正理由（審議事項３） 

在来分家屋に係る再建築費評点数は、原則として「基準年度の前

年度における再建築費評点数」に「再建築費評点補正率」を乗じて

求めることとされている。 

この「再建築費評点補正率」は、木造・非木造の区分に応じて基

準年度間の工事原価に相当する費用の変動割合を基礎として定めて

いることから、令和６年度評価替えに当たって、当該補正率を定め

ようとするものである。 

また、本改正に伴い、個々の在来分家屋について固定資産評価基

準別表第９（木造家屋経年減点補正率基準表）における適用区分が

変更されないよう、所要の措置を講じようとするものである。 
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固
定

資
産

評
価

基
準

（
家

屋
）

改
正

案
新

旧
対

照
表

改
正

案
現

行

目
次

略
目

次
略

第
１

章
土

地
略

第
１

章
土

地
略

第
２

章
家

屋
第

２
章

家
屋

第
１

節
～

第
３

節
略

第
１

節
～

第
３

節
略

第
４

節
経

過
措

置
第

４
節

経
過

措
置

一
略

一
略

二
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
６

年
度

に
お

け
る

在
来

分
の

家
屋

の
評

価
に

係
る

再
建

築
費

評
点

補
正

率
は

、
次

二
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
３

年
度

に
お

け
る

在
来

分
の

家
屋

の
評

価
に

係
る

再
建

築
費

評
点

補
正

率
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

の
と

お
り

と
す

る
。

１
第

２
節

四
に

定
め

る
再

建
築

費
評

点
補

正
率

（
木

造
家

屋
）

1
.
1
1

１
第

２
節

四
に

定
め

る
再

建
築

費
評

点
補

正
率

（
木

造
家

屋
）

1
.
0
4

２
略

２
略

三
～

八
略

三
～

八
略

別
表

第
９

木
造

家
屋

経
年

減
点

補
正

率
基

準
表

別
表

第
９

木
造

家
屋

経
年

減
点

補
正

率
基

準
表

１
専

用
住

宅
、

共
同

住
宅

、
寄

宿
舎

及
び

併
用

住
宅

用
建

物
１

専
用

住
宅

、
共

同
住

宅
、

寄
宿

舎
及

び
併

用
住

宅
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

6
1
,
1
9
0
点

以
上

9
5
,
8
2
0
点

以
上

5
5
,
1
2
0
点

以
上

8
6
,
3
2
0
点

以
上

6
1
,
1
9
0
点

未
満

1
4
7
,
7
7
0
点

以
上

5
5
,
1
2
0
点

未
満

1
3
3
,
1
2
0
点

以
上

9
5
,
8
2
0
点

未
満

1
4
7
,
7
7
0
点

未
満

8
6
,
3
2
0
点

未
満

1
3
3
,
1
2
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

２
農

家
住

宅
用

建
物

２
農

家
住

宅
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

6
4
,
6
5
0
点

以
上

1
1
3
,
1
4
0
点

以
上

5
8
,
2
4
0
点

以
上

1
0
1
,
9
2
0
点

以
上

6
4
,
6
5
0
点

未
満

1
4
4
,
3
0
0
点

以
上

5
8
,
2
4
0
点

未
満

1
3
0
,
0
0
0
点

以
上

1
1
3
,
1
4
0
点

未
満

1
4
4
,
3
0
0
点

未
満

1
0
1
,
9
2
0
点

未
満

1
3
0
,
0
0
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

別
紙
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３
ホ

テ
ル

、
旅

館
及

び
料

亭
用

建
物

３
ホ

テ
ル

、
旅

館
及

び
料

亭
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

6
2
,
3
4
0
点

以
上

9
9
,
2
8
0
点

以
上

1
5
4
,
6
9
0
点

以
上

5
6
,
1
6
0
点

以
上

8
9
,
4
4
0
点

以
上

1
3
9
,
3
6
0
点

以
上

6
2
,
3
4
0
点

未
満

1
9
1
,
6
3
0
点

以
上

5
6
,
1
6
0
点

未
満

1
7
2
,
6
4
0
点

以
上

9
9
,
2
8
0
点

未
満

1
5
4
,
6
9
0
点

未
満

1
9
1
,
6
3
0
点

未
満

8
9
,
4
4
0
点

未
満

1
3
9
,
3
6
0
点

未
満

1
7
2
,
6
4
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

４
事

務
所

、
銀

行
及

び
店

舗
用

建
物

４
事

務
所

、
銀

行
及

び
店

舗
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

6
1
,
1
9
0
点

以
上

9
5
,
8
2
0
点

以
上

5
5
,
1
2
0
点

以
上

8
6
,
3
2
0
点

以
上

6
1
,
1
9
0
点

未
満

1
4
4
,
3
0
0
点

以
上

5
5
,
1
2
0
点

未
満

1
3
0
,
0
0
0
点

以
上

9
5
,
8
2
0
点

未
満

1
4
4
,
3
0
0
点

未
満

8
6
,
3
2
0
点

未
満

1
3
0
,
0
0
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

５
劇

場
及

び
病

院
用

建
物

５
劇

場
及

び
病

院
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

6
1
,
1
9
0
点

以
上

9
5
,
8
2
0
点

以
上

5
5
,
1
2
0
点

以
上

8
6
,
3
2
0
点

以
上

6
1
,
1
9
0
点

未
満

1
4
4
,
3
0
0
点

以
上

5
5
,
1
2
0
点

未
満

1
3
0
,
0
0
0
点

以
上

9
5
,
8
2
0
点

未
満

1
4
4
,
3
0
0
点

未
満

8
6
,
3
2
0
点

未
満

1
3
0
,
0
0
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

６
公

衆
浴

場
用

建
物

６
公

衆
浴

場
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

8
3
,
1
2
0
点

以
上

7
4
,
8
8
0
点

以
上

8
3
,
1
2
0
点

未
満

1
1
3
,
1
4
0
点

以
上

7
4
,
8
8
0
点

未
満

1
0
1
,
9
2
0
点

以
上

1
1
3
,
1
4
0
点

未
満

1
0
1
,
9
2
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率
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略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

７
工

場
及

び
倉

庫
用

建
物

７
工

場
及

び
倉

庫
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

4
1
,
5
6
0
点

以
上

5
3
,
1
1
0
点

以
上

3
7
,
4
4
0
点

以
上

4
7
,
8
4
0
点

以
上

4
1
,
5
6
0
点

未
満

6
4
,
6
5
0
点

以
上

3
7
,
4
4
0
点

未
満

5
8
,
2
4
0
点

以
上

5
3
,
1
1
0
点

未
満

6
4
,
6
5
0
点

未
満

4
7
,
8
4
0
点

未
満

5
8
,
2
4
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

８
土

蔵
用

建
物

８
土

蔵
用

建
物

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

7
8
,
5
0
0
点

以
上

7
0
,
7
2
0
点

以
上

7
8
,
5
0
0
点

未
満

1
8
5
,
8
6
0
点

以
上

7
0
,
7
2
0
点

未
満

1
6
7
,
4
4
0
点

以
上

1
8
5
,
8
6
0
点

未
満

1
6
7
,
4
4
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

９
附

属
家

９
附

属
家

延
べ

床
面

積
1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分
延

べ
床

面
積

1
.
0
㎡

当
た

り
再

建
築

費
評

点
数

別
区

分

3
8
,
1
0
0
点

以
上

3
4
,
3
2
0
点

以
上

3
8
,
1
0
0
点

未
満

5
8
,
8
8
0
点

以
上

3
4
,
3
2
0
点

未
満

5
3
,
0
4
0
点

以
上

5
8
,
8
8
0
点

未
満

5
3
,
0
4
0
点

未
満

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

経
過

経
年

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

年
数

減
点

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

補
正

率
補

正
率

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略
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積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について 

固定資産評価基準別表第９の２を別紙のとおり改める。 

審議事項４ 

6



改正理由（審議事項４） 

積雪又は寒冷によって増大する損耗を反映するための補正率は、

固定資産評価基準別表第９の２（積雪地域又は寒冷地域の級地の区

分）に掲げる市町村ごとの級地の区分に応じて定められた率を、経

年減点補正率に乗じることとされている。 

この積雪地域の級地の区分について、普通交付税に関する省令（昭

和３７年自治省令第１７号）を基礎として改正しようとするもので

ある。 
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改
正

案
現

行

別
表

第
９

の
２

積
雪

地
域

又
は

寒
冷

地
域

の
級

地
の

区
分

別
表

第
９

の
２

積
雪

地
域

又
は

寒
冷

地
域

の
級

地
の

区
分

（
令

和
５

年
４

月
１

日
現

在
の

市
町

村
の

区
分

に
よ

る
）

（
令

和
２

年
４

月
１

日
現

在
の

市
町

村
の

区
分

に
よ

る
）

都
道
府

県
名

積
雪

級
地

寒
冷

級
地

北
海

道
札

幌
市

4
3

函
館

市
2

2

小
樽

市
4

2

旭
川

市
4

4

室
蘭

市
2

2

釧
路

市
2

4

帯
広

市
2

4

北
見

市
2

4

夕
張

市
4

4

岩
見

沢
市

3
3

網
走

市
3

4

留
萌

市
4

3

苫
小

牧
市

1
3

稚
内

市
3

3

美
唄

市
3

4

芦
別

市
3

4

江
別

市
3

4

赤
平

市
3

4

紋
別

市
3

4

士
別

市
3

4

名
寄

市
3

4

三
笠

市
3

4

根
室

市
1

4

千
歳

市
2

4

滝
川

市
3

4

砂
川

市
3

4

歌
志

内
市

4
4

深
川

市
4

4

富
良

野
市

3
4

登
別

市
2

3

恵
庭

市
2

4

伊
達

市
3

3

北
広

島
市

3
4

石
狩

市
4

3

市
 町

 村
 名

都
道

府
県

名
積

雪
級
地

寒
冷

級
地

北
海

道
札
幌

市
4

3

函
館

市
2

2

小
樽

市
4

2

旭
川

市
4

4

室
蘭

市
2

2

釧
路

市
2

4

帯
広

市
2

4

北
見

市
3

4

夕
張

市
4

4

岩
見

沢
市

4
3

網
走

市
3

4

留
萌

市
4

3

苫
小

牧
市

1
3

稚
内

市
3

3

美
唄

市
4

4

芦
別

市
3

4

江
別

市
4

4

赤
平

市
4

4

紋
別

市
3

4

士
別

市
3

4

名
寄

市
3

4

三
笠

市
4

4

根
室

市
1

4

千
歳

市
2

4

滝
川

市
4

4

砂
川

市
4

4

歌
志

内
市

4
4

深
川

市
4

4

富
良

野
市

3
4

登
別

市
2

3

恵
庭

市
2

4

伊
達

市
3

3

北
広

島
市

3
4

石
狩

市
4

3

市
 町

 村
 名

固
定

資
産

評
価

基
準

（
家

屋
）

改
正

案
新

旧
対

照
表

別
紙

8



北
斗

市
2

3

石
狩

郡
当
別

町
4

3

新
篠

津
村

3
4

松
前

郡
松
前

町
3

2

福
島

町
3

2

上
磯

郡
知
内

町
3

2

木
古

内
町

3
2

亀
田

郡
七
飯

町
2

3

茅
部

郡
鹿
部

町
2

3

森
町

2
3

二
海

郡
八
雲

町
3

3

山
越

郡
長
万

部
町

4
3

檜
山

郡
江
差

町
2

2

上
ノ

国
町

3
2

厚
沢

部
町

2
2

爾
志

郡
乙
部

町
2

2

奥
尻

郡
奥
尻

町
2

2

瀬
棚

郡
今
金

町
3

3

久
遠

郡
せ
た

な
町

3
2

島
牧

郡
島
牧

村
4

3

寿
都

郡
寿
都

町
4

2

黒
松

内
町

3
3

磯
谷

郡
蘭
越

町
3

3

虻
田

郡
ニ
セ

コ
町

4
3

真
狩

村
4

4

留
寿

都
村

4
4

喜
茂

別
町

4
4

京
極

町
4

4

倶
知

安
町

4
4

岩
内

郡
共
和

町
4

3

岩
内

町
4

3

古
宇

郡
泊
村

4
3

神
恵

内
村

4
2

積
丹

郡
積
丹

町
4

3

古
平

郡
古
平

町
4

3

北
斗

市
3

3

石
狩

郡
当
別

町
4

3

新
篠

津
村

3
4

松
前

郡
松
前

町
3

2

福
島

町
3

2

上
磯

郡
知
内

町
3

2

木
古

内
町

4
2

亀
田

郡
七
飯

町
2

3

茅
部

郡
鹿
部

町
2

3

森
町

2
3

二
海

郡
八
雲

町
3

3

山
越

郡
長
万

部
町

3
3

檜
山

郡
江
差

町
2

2

上
ノ

国
町

3
2

厚
沢

部
町

3
2

爾
志

郡
乙
部

町
2

2

奥
尻

郡
奥
尻

町
2

2

瀬
棚

郡
今
金

町
3

3

久
遠

郡
せ
た

な
町

3
2

島
牧

郡
島
牧

村
4

3

寿
都

郡
寿
都

町
4

2

黒
松

内
町

3
3

磯
谷

郡
蘭
越

町
3

3

虻
田

郡
ニ
セ

コ
町

4
3

真
狩

村
4

4

留
寿

都
村

4
4

喜
茂

別
町

4
4

京
極

町
4

4

倶
知

安
町

4
4

岩
内

郡
共
和

町
4

3

岩
内

町
4

3

古
宇

郡
泊
村

4
3

神
恵

内
村

4
2

積
丹

郡
積
丹

町
4

3

古
平

郡
古
平

町
4

3
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余
市

郡
仁
木

町
4

3

余
市

町
4

3

赤
井

川
村

4
3

空
知

郡
南
幌

町
3

4

奈
井

江
町

3
4

上
砂

川
町

4
4

夕
張

郡
由
仁

町
2

4

長
沼

町
2

4

栗
山

町
3

4

樺
戸

郡
月
形

町
3

4

浦
臼

町
3

4

新
十

津
川

町
4

4

雨
竜

郡
妹
背

牛
町

3
4

秩
父

別
町

3
4

雨
竜

町
4

4

北
竜

町
4

4

沼
田

町
4

4

上
川

郡
鷹
栖

町
3

4

東
神

楽
町

2
4

当
麻

町
3

4

比
布

町
3

4

愛
別

町
3

4

上
川

町
3

4

東
川

町
3

4

美
瑛

町
3

4

空
知

郡
上
富

良
野

町
3

4

中
富

良
野

町
2

4

南
富

良
野

町
3

4

勇
払

郡
占
冠

村
3

4

上
川

郡
和
寒

町
3

4

剣
淵

町
3

4

下
川

町
3

4

中
川

郡
美
深

町
4

4

音
威

子
府

村
4

4

中
川

町
4

4

余
市

郡
仁
木

町
4

3

余
市

町
4

3

赤
井

川
村

4
3

空
知

郡
南
幌

町
3

4

奈
井

江
町

4
4

上
砂

川
町

4
4

夕
張

郡
由
仁

町
2

4

長
沼

町
2

4

栗
山

町
3

4

樺
戸

郡
月
形

町
3

4

浦
臼

町
3

4

新
十

津
川

町
4

4

雨
竜

郡
妹
背

牛
町

3
4

秩
父

別
町

3
4

雨
竜

町
4

4

北
竜

町
4

4

沼
田

町
4

4

上
川

郡
鷹
栖

町
3

4

東
神

楽
町

2
4

当
麻

町
3

4

比
布

町
3

4

愛
別

町
3

4

上
川

町
3

4

東
川

町
3

4

美
瑛

町
3

4

空
知

郡
上
富

良
野

町
3

4

中
富

良
野

町
2

4

南
富

良
野

町
3

4

勇
払

郡
占
冠

村
3

4

上
川

郡
和
寒

町
3

4

剣
淵

町
3

4

下
川

町
3

4

中
川

郡
美
深

町
4

4

音
威

子
府

村
4

4

中
川

町
4

4
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雨
竜

郡
幌
加

内
町

4
4

増
毛

郡
増
毛

町
4

3

留
萌

郡
小
平

町
4

3

苫
前

郡
苫
前

町
4

3

羽
幌

町
4

3

初
山

別
村

4
3

天
塩

郡
遠
別

町
4

4

天
塩

町
3

4

宗
谷

郡
猿
払

村
3

4

枝
幸

郡
浜
頓

別
町

3
4

中
頓

別
町

4
4

枝
幸

町
3

4

天
塩

郡
豊
富

町
3

4

礼
文

郡
礼
文

町
4

3

利
尻

郡
利
尻

町
4

3

利
尻

富
士

町
4

3

天
塩

郡
幌
延

町
3

4

網
走

郡
美
幌

町
2

4

津
別

町
2

4

斜
里

郡
斜
里

町
3

4

清
里

町
3

4

小
清

水
町

2
4

常
呂

郡
訓
子

府
町

2
4

置
戸

町
2

4

佐
呂

間
町

2
4

紋
別

郡
遠
軽

町
2

4

湧
別

町
2

4

滝
上

町
3

4

興
部

町
2

4

西
興

部
村

3
4

雄
武

町
3

4

網
走

郡
大
空

町
2

4

虻
田

郡
豊
浦

町
3

3

有
珠

郡
壮
瞥

町
2

3

白
老

郡
白
老

町
2

3

雨
竜

郡
幌
加

内
町

4
4

増
毛

郡
増
毛

町
4

3

留
萌

郡
小
平

町
4

3

苫
前

郡
苫
前

町
4

3

羽
幌

町
4

3

初
山

別
村

4
3

天
塩

郡
遠
別

町
4

4

天
塩

町
3

4

宗
谷

郡
猿
払

村
3

4

枝
幸

郡
浜
頓

別
町

3
4

中
頓

別
町

4
4

枝
幸

町
3

4

天
塩

郡
豊
富

町
3

4

礼
文

郡
礼
文

町
4

3

利
尻

郡
利
尻

町
4

3

利
尻

富
士

町
4

3

天
塩

郡
幌
延

町
3

4

網
走

郡
美
幌

町
2

4

津
別

町
2

4

斜
里

郡
斜
里

町
3

4

清
里

町
3

4

小
清

水
町

2
4

常
呂

郡
訓
子

府
町

2
4

置
戸

町
2

4

佐
呂

間
町

2
4

紋
別

郡
遠
軽

町
2

4

湧
別

町
2

4

滝
上

町
3

4

興
部

町
2

4

西
興

部
村

3
4

雄
武

町
3

4

網
走

郡
大
空

町
2

4

虻
田

郡
豊
浦

町
3

3

有
珠

郡
壮
瞥

町
2

3

白
老

郡
白
老

町
2

3
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勇
払

郡
厚
真

町
2

4

虻
田

郡
洞
爺

湖
町

3
3

勇
払

郡
安
平

町
2

4

む
か

わ
町

2
4

沙
流

郡
日
高

町
2

4

平
取

町
2

4

新
冠

郡
新
冠

町
2

3

浦
河

郡
浦
河

町
2

3

様
似

郡
様
似

町
2

3

幌
泉

郡
え
り

も
町

2
3

日
高

郡
新
ひ

だ
か

町
2

3

河
東

郡
音
更

町
2

4

士
幌

町
2

4

上
士

幌
町

3
4

鹿
追

町
2

4

上
川

郡
新
得

町
3

4

清
水

町
2

4

河
西

郡
芽
室

町
2

4

中
札

内
村

3
4

更
別

村
2

4

広
尾

郡
大
樹

町
2

4

広
尾

町
2

4

中
川

郡
幕
別

町
2

4

池
田

町
2

4

豊
頃

町
2

4

本
別

町
1

4

足
寄

郡
足
寄

町
2

4

陸
別

町
2

4

十
勝

郡
浦
幌

町
1

4

釧
路

郡
釧
路

町
1

4

厚
岸

郡
厚
岸

町
2

4

浜
中

町
1

4

川
上

郡
標
茶

町
2

4

弟
子

屈
町

2
4

阿
寒

郡
鶴
居

村
2

4

勇
払

郡
厚
真

町
2

4

虻
田

郡
洞
爺

湖
町

3
3

勇
払

郡
安
平

町
2

4

む
か

わ
町

2
4

沙
流

郡
日
高

町
2

4

平
取

町
2

4

新
冠

郡
新
冠

町
2

3

浦
河

郡
浦
河

町
2

3

様
似

郡
様
似

町
2

3

幌
泉

郡
え
り

も
町

2
3

日
高

郡
新
ひ

だ
か

町
2

3

河
東

郡
音
更

町
2

4

士
幌

町
2

4

上
士

幌
町

3
4

鹿
追

町
2

4

上
川

郡
新
得

町
3

4

清
水

町
2

4

河
西

郡
芽
室

町
2

4

中
札

内
村

3
4

更
別

村
2

4

広
尾

郡
大
樹

町
2

4

広
尾

町
2

4

中
川

郡
幕
別

町
2

4

池
田

町
2

4

豊
頃

町
2

4

本
別

町
1

4

足
寄

郡
足
寄

町
2

4

陸
別

町
2

4

十
勝

郡
浦
幌

町
1

4

釧
路

郡
釧
路

町
2

4

厚
岸

郡
厚
岸

町
2

4

浜
中

町
2

4

川
上

郡
標
茶

町
2

4

弟
子

屈
町

2
4

阿
寒

郡
鶴
居

村
2

4
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白
糠

郡
白
糠

町
2

4

野
付

郡
別
海

町
2

4

標
津

郡
中
標

津
町

2
4

標
津

町
3

4

目
梨

郡
羅
臼

町
4

4

青
森

県
青
森

市
4

2

弘
前

市
3

2

八
戸

市
1

2

黒
石

市
4

2

五
所

川
原

市
3

2

十
和

田
市

3
2

三
沢

市
1

2

む
つ

市
3

2

つ
が

る
市

2
1

平
川

市
3

2

東
津

軽
郡

平
内

町
4

2

今
別

町
3

2

蓬
田

村
3

2

外
ヶ

浜
町

3
2

西
津

軽
郡

鰺
ヶ

沢
町

3
1

深
浦

町
3

1

中
津

軽
郡

西
目

屋
村

3
2

南
津

軽
郡

藤
崎

町
2

2

大
鰐

町
3

2

田
舎

館
村

2
2

北
津

軽
郡

板
柳

町
2

2

鶴
田

町
2

2

中
泊

町
2

2

上
北

郡
野
辺

地
町

3
2

七
戸

町
3

2

六
戸

町
1

2

横
浜

町
2

2

東
北

町
2

2

六
ヶ

所
村

3
2

お
い

ら
せ

町
1

2

白
糠

郡
白
糠

町
2

4

野
付

郡
別
海

町
2

4

標
津

郡
中
標

津
町

2
4

標
津

町
3

4

目
梨

郡
羅
臼

町
4

4

青
森

県
青
森

市
4

2

弘
前

市
3

2

八
戸

市
2

2

黒
石

市
4

2

五
所

川
原

市
3

2

十
和

田
市

3
2

三
沢

市
2

2

む
つ

市
4

2

つ
が

る
市

3
1

平
川

市
3

2

東
津

軽
郡

平
内

町
4

2

今
別

町
3

2

蓬
田

村
3

2

外
ヶ

浜
町

4
2

西
津

軽
郡

鰺
ヶ

沢
町

3
1

深
浦

町
4

1

中
津

軽
郡

西
目

屋
村

3
2

南
津

軽
郡

藤
崎

町
2

2

大
鰐

町
3

2

田
舎

館
村

2
2

北
津

軽
郡

板
柳

町
2

2

鶴
田

町
2

2

中
泊

町
3

2

上
北

郡
野
辺

地
町

3
2

七
戸

町
3

2

六
戸

町
1

2

横
浜

町
2

2

東
北

町
2

2

六
ケ

所
村

3
2

お
い

ら
せ

町
1

2
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下
北

郡
大
間

町
2

2

東
通

村
2

2

風
間

浦
村

2
2

佐
井

村
2

2

三
戸

郡
三
戸

町
1

2

五
戸

町
1

2

田
子

町
2

2

南
部

町
1

2

階
上

町
1

2

新
郷

村
3

2

岩
手

県
盛
岡

市
1

2

宮
古

市
1

1

大
船

渡
市

1
1

花
巻

市
1

2

北
上

市
2

1

久
慈

市
1

2

遠
野

市
1

2

一
関

市
1

1

陸
前

高
田

市
1

1

釜
石

市
1

1

二
戸

市
1

2

八
幡

平
市

2
3

奥
州

市
1

2

滝
沢

市
1

2

岩
手

郡
雫
石

町
2

2

葛
巻

町
2

3

岩
手

町
2

3

紫
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1

山
県

郡
安
芸

太
田

町
2

北
広

島
町

1

神
石

郡
神
石

高
原

町
1
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新
見

市
1

真
庭

市
1

 
真
庭

郡
新
庄

村
2

1

苫
田

郡
鏡
野

町
1

 
勝
田

郡
奈
義

町
1

 
英
田

郡
西
粟

倉
村

1
1

加
賀

郡
吉
備

中
央

町
1

広
島

県
三
次

市
1

庄
原

市
1

廿
日

市
市

1

山
県

郡
安
芸

太
田

町
2

北
広

島
町

1

神
石

郡
神
石

高
原

町
1

27



評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について 

固定資産評価基準第２章第４節三を別紙のとおり改める。 

審議事項５ 

28



改正理由（審議事項５） 

家屋の評価額は、各個の家屋について付設した評点数に評点一点

当たりの価額を乗じて求めることとされている。 

この評点一点当たりの価額については、経過措置により、令和３

年度から令和５年度までの各年度における家屋の評価に限り、１円

に「物価水準による補正率」及び「設計管理費等による補正率」を

乗じて得た額を基礎として市町村長が定めることとされているが、

当該措置は令和６年度以降も引き続き講じるべきと考えられること

から、令和８年度まで延長しようとするものである。 

また、木造家屋に係る物価水準による補正率について、東京都（特

別区の区域）との物価水準の格差を反映するため、一部の指定市に

係る補正率を改めようとするものである。 

29



改
正

案
現

行

第
４

節
経

過
措

置
第

４
節

経
過

措
置

一
・

二
略

一
・

二
略

三
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
６

年
度

か
ら

令
和

８
年

度
ま

で
の

各
年

度
に

お
け

る
家

屋
の

評
価

に
限

り
、

評
点

三
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
３

年
度

か
ら

令
和

５
年

度
ま

で
の

各
年

度
に

お
け

る
家

屋
の

評
価

に
限

り
、

評
点

一
点

当
た

り
の

価
額

は
、

１
円

に
１

に
定

め
る

「
物

価
水

準
に

よ
る

補
正

率
」

と
２

に
定

め
る

「
設

計
管

理
費

一
点

当
た

り
の

価
額

は
、

１
円

に
１

に
定

め
る

「
物

価
水

準
に

よ
る

補
正

率
」

と
２

に
定

め
る

「
設

計
管

理
費

等
に

よ
る

補
正

率
」

と
を

相
乗

し
た

率
を

乗
じ

て
得

た
額

（
小

数
点

以
下

二
位

未
満

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

等
に

よ
る

補
正

率
」

と
を

相
乗

し
た

率
を

乗
じ

て
得

た
額

（
小

数
点

以
下

二
位

未
満

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
基

礎
と

し
て

市
町

村
長

が
定

め
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、

第
１

節
三

の
規

定
は

す
る

。
）

を
基

礎
と

し
て

市
町

村
長

が
定

め
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、

第
１

節
三

の
規

定
は

適
用

し
な

い
。

適
用

し
な

い
。

１
物

価
水

準
に

よ
る

補
正

率
１

略

略
略

⑴
木

造
家

屋
⑴

略

指
定

市
に

あ
つ

て
は

次
表

に
掲

げ
る

率
に

よ
る

も
の

と
し

、
指

定
市

以
外

の
市

町
村

に
あ

つ
て

は
当

該
略

市
町

村
の

所
在

す
る

都
道

府
県

に
お

け
る

指
定

市
の

率
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

指
定

市
以

外
の

市
町

村
に

お
い

て
指

定
市

と
著

し
い

物
価

水
準

の
相

違
等

が
あ

る
た

め
、

市
町

村
長

が
評

価
の

均
衡

上
指

定
市

と
同

一
の

率
と

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

と
認

め
る

場
合

は
、

指
定

市
の

率
と

異
な

る
率

を
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

特
別

の
事

情
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

0
.
9
0
か

ら
当

該
指

定
市

の

率
を

超
え

な
い

範
囲

で
定

め
る

も
の

と
す

る
。

指
定

市
率

指
定

市
率

指
定

市
率

指
定

市
率

指
定

市
率

指
定

市
率

指
定

市
率

指
定

市
率

札
幌

市
1
.
0
0

略
略

略
略

略
略

札
幌

市
1
.
0
0

略
略

略
略

略
略

青
森

市
0
.
9
5

青
森

市
0
.
9
0

盛
岡

市
0
.
9
0

盛
岡

市
0
.
9
0

仙
台

市
0
.
9
5

仙
台

市
0
.
9
5

秋
田

市
0
.
9
5

秋
田

市
0
.
9
0

山
形

市
0
.
9
5

山
形

市
0
.
9
0

福
島

市
0
.
9
0

福
島

市
0
.
9
0

水
戸

市
0
.
9
5

水
戸

市
0
.
9
5

宇
都

宮
市

0
.
9
5

宇
都

宮
市

0
.
9
5

前
橋

市
0
.
9
5

前
橋

市
0
.
9
5

さ
い

た
ま

市
0
.
9
5

さ
い

た
ま

市
0
.
9
5

千
葉

市
0
.
9
5

千
葉

市
0
.
9
5

⑵
略

⑵
略

２
略

２
略

四
～

八
略

四
～

八
略

固
定

資
産

評
価

基
準

（
家

屋
）

改
正

案
新

旧
対

照
表

別
紙
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価額の据置措置等の経過措置の延長について 

固定資産評価基準第２章第４節四 

同 五 

同 六 

同 七 

を別紙のとおり改める。

審議事項６ 

31



 

 

改正理由（審議事項６） 

 

 在来分家屋については、経過措置により、令和３年度から令和５

年度までの間、固定資産評価基準第１節から第４節三までによって

求めた価額が前年度の価額を上回る場合は、前年度の価額に据え置

く措置を講じるとともに、当該価額を据え置くことが当該市町村を

通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失する場合には、これを是

正できる措置を講じているところである。 

これらの措置は令和６年度以降も引き続き講じるべきと考えられ

ることから、令和８年度まで延長しようとするものである。 
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改
正

案
現

行

第
４

節
経

過
措

置
第

４
節

経
過

措
置

一
～

三
略

一
～

三
略

四
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
６

年
度

に
お

け
る

在
来

分
の

家
屋

の
評

価
に

限
り

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
低

四
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
３

年
度

に
お

け
る

在
来

分
の

家
屋

の
評

価
に

限
り

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
低

い
価

額
に

よ
つ

て
そ

の
価

額
を

求
め

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
令

和
６

年
１

月
１

日
に

お
い

て
地

方
税

法
第

い
価

額
に

よ
つ

て
そ

の
価

額
を

求
め

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
令

和
３

年
１

月
１

日
に

お
い

て
地

方
税

法
第

3
4
9
条

第
２

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
情

（
損

壊
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

特
別

の
事

情
を

除
く

。
）

が
あ

る
家

屋
3
4
9
条

第
２

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
情

（
損

壊
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

特
別

の
事

情
を

除
く

。
）

が
あ

る
家

屋

で
、

当
該

事
情

が
令

和
５

年
１

月
２

日
以

降
に

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

次
の

１
に

よ
つ

て
そ

の
価

額
を

求
め

で
、

当
該

事
情

が
令

和
２

年
１

月
２

日
以

降
に

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

次
の

１
に

よ
つ

て
そ

の
価

額
を

求
め

る
も

の
と

す
る

。
る

も
の

と
す

る
。

１
第

１
節

か
ら

本
節

三
ま

で
に

よ
つ

て
求

め
た

家
屋

の
価

額
１

第
１

節
か

ら
本

節
二

ま
で

に
よ

つ
て

求
め

た
家

屋
の

価
額

２
当

該
家

屋
の

令
和

５
年

度
の

価
額

（
令

和
５

年
度

の
家

屋
課

税
台

帳
又

は
家

屋
補

充
課

税
台

帳
に

価
格

と
２

当
該

家
屋

の
令

和
２

年
度

の
価

額
（

令
和

２
年

度
の

家
屋

課
税

台
帳

又
は

家
屋

補
充

課
税

台
帳

に
価

格
と

し
て

登
録

さ
れ

た
も

の
を

い
う

。
）

し
て

登
録

さ
れ

た
も

の
を

い
う

。
）

五
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
７

年
度

又
は

令
和

８
年

度
に

お
け

る
在

来
分

の
家

屋
の

う
ち

、
令

和
７

年
１

月
１

五
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
４

年
度

又
は

令
和

５
年

度
に

お
け

る
在

来
分

の
家

屋
の

う
ち

、
令

和
４

年
１

月
１

日
又

は
令

和
８

年
１

月
１

日
に

お
い

て
地

方
税

法
第

3
4
9
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

情
（

改
築

そ
の

他
こ

れ
日

又
は

令
和

５
年

１
月

１
日

に
お

い
て

地
方

税
法

第
3
4
9
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

情
（

改
築

そ
の

他
こ

れ

に
類

す
る

特
別

の
事

情
を

除
く

。
）

が
あ

る
も

の
で

、
当

該
事

情
が

そ
れ

ぞ
れ

令
和

６
年

１
月

２
日

又
は

令
和

に
類

す
る

特
別

の
事

情
を

除
く

。
）

が
あ

る
も

の
で

、
当

該
事

情
が

そ
れ

ぞ
れ

令
和

３
年

１
月

２
日

又
は

令
和

７
年

１
月

２
日

以
降

に
生

じ
た

も
の

の
評

価
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
低

い
価

額
に

よ
つ

て
そ

４
年

１
月

２
日

以
降

に
生

じ
た

も
の

の
評

価
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
低

い
価

額
に

よ
つ

て
そ

の
価

額
を

求
め

る
も

の
と

し
、

令
和

７
年

１
月

１
日

又
は

令
和

８
年

１
月

１
日

に
お

い
て

同
項

第
１

号
に

掲
げ

の
価

額
を

求
め

る
も

の
と

し
、

令
和

４
年

１
月

１
日

又
は

令
和

５
年

１
月

１
日

に
お

い
て

同
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

情
の

う
ち

改
築

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
も

の
で

、
当

該
事

情
が

そ
れ

ぞ
れ

令
和

６
年

る
事

情
の

う
ち

改
築

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
も

の
で

、
当

該
事

情
が

そ
れ

ぞ
れ

令
和

３
年

１
月

２
日

又
は

令
和

７
年

１
月

２
日

以
降

に
生

じ
た

も
の

の
評

価
に

つ
い

て
は

、
次

の
１

に
よ

つ
て

そ
の

価
額

１
月

２
日

又
は

令
和

４
年

１
月

２
日

以
降

に
生

じ
た

も
の

の
評

価
に

つ
い

て
は

、
次

の
１

に
よ

つ
て

そ
の

価
額

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。

１
第

１
節

か
ら

本
節

三
ま

で
に

よ
つ

て
求

め
た

家
屋

の
価

額
１

第
１

節
か

ら
本

節
二

ま
で

に
よ

つ
て

求
め

た
家

屋
の

価
額

２
当

該
家

屋
の

令
和

６
年

度
の

価
額

（
令

和
６

年
度

の
家

屋
課

税
台

帳
又

は
家

屋
補

充
課

税
台

帳
に

価
格

と
２

当
該

家
屋

の
令

和
３

年
度

の
価

額
（

令
和

３
年

度
の

家
屋

課
税

台
帳

又
は

家
屋

補
充

課
税

台
帳

に
価

格
と

し
て

登
録

さ
れ

た
も

の
を

い
う

。
た

だ
し

、
令

和
７

年
度

に
本

節
に

よ
つ

て
求

め
た

価
額

が
あ

る
家

屋
に

つ
し

て
登

録
さ

れ
た

も
の

を
い

う
。

た
だ

し
、

令
和

４
年

度
に

本
節

に
よ

つ
て

求
め

た
価

額
が

あ
る

家
屋

に
つ

い
て

令
和

８
年

度
に

お
い

て
同

節
に

よ
つ

て
価

額
を

求
め

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
令

和
７

年
度

に
お

い
て

同
い

て
令

和
５

年
度

に
お

い
て

同
節

に
よ

つ
て

価
額

を
求

め
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

令
和

４
年

度
に

お
い

て
同

節
に

よ
つ

て
求

め
た

価
額

を
い

う
。

）
節

に
よ

つ
て

求
め

た
価

額
を

い
う

。
）

六
市

町
村

長
は

、
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
６

年
度

に
お

け
る

在
来

分
の

家
屋

の
う

ち
、

令
和

６
年

１
月

１
日

六
市

町
村

長
は

、
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
３

年
度

に
お

け
る

在
来

分
の

家
屋

の
う

ち
、

令
和

３
年

１
月

１
日

に
お

い
て

地
方

税
法

第
3
4
9
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

情
の

あ
る

も
の

で
、

令
和

６
年

度
の

価
額

を
本

節
四

に
お

い
て

地
方

税
法

第
3
4
9
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

情
の

あ
る

も
の

で
、

令
和

３
年

度
の

価
額

を
本

節
三

に
よ

つ
て

求
め

る
こ

と
が

、
当

該
市

町
村

を
通

じ
て

固
定

資
産

税
の

課
税

上
著

し
く

均
衡

を
失

す
る

と
認

め
る

に
よ

つ
て

求
め

る
こ

と
が

、
当

該
市

町
村

を
通

じ
て

固
定

資
産

税
の

課
税

上
著

し
く

均
衡

を
失

す
る

と
認

め
る

場
合

又
は

令
和

６
年

度
に

お
け

る
在

来
分

の
家

屋
の

う
ち

、
こ

れ
ら

の
事

情
の

あ
る

も
の

以
外

の
も

の
で

、
令

場
合

又
は

令
和

３
年

度
に

お
け

る
在

来
分

の
家

屋
の

う
ち

、
こ

れ
ら

の
事

情
の

あ
る

も
の

以
外

の
も

の
で

、
令

和
６

年
度

の
価

額
を

本
節

四
に

よ
つ

て
求

め
る

こ
と

が
、

固
定

資
産

税
の

課
税

上
極

め
て

不
適

当
と

認
め

る
場

和
３

年
度

の
価

額
を

本
節

三
に

よ
つ

て
求

め
る

こ
と

が
、

固
定

資
産

税
の

課
税

上
極

め
て

不
適

当
と

認
め

る
場

合
に

お
い

て
は

、
第

１
節

か
ら

本
節

三
ま

で
に

よ
つ

て
求

め
た

家
屋

の
価

額
に

基
づ

き
、

各
個

の
家

屋
相

互
間

合
に

お
い

て
は

、
第

１
節

か
ら

本
節

二
ま

で
に

よ
つ

て
求

め
た

家
屋

の
価

額
に

基
づ

き
、

各
個

の
家

屋
相

互
間

の
価

額
と

の
均

衡
を

考
慮

し
て

そ
の

価
額

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

の
価

額
と

の
均

衡
を

考
慮

し
て

そ
の

価
額

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

七
市

町
村

長
は

、
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
７

年
度

又
は

令
和

８
年

度
に

お
け

る
在

来
分

の
家

屋
の

う
ち

、
令

七
市

町
村

長
は

、
固

定
資

産
税

に
係

る
令

和
４

年
度

又
は

令
和

５
年

度
に

お
け

る
在

来
分

の
家

屋
の

う
ち

、
令

和
７

年
１

月
１

日
又

は
令

和
８

年
１

月
１

日
に

お
い

て
地

方
税

法
第

3
4
9
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

情
の

あ
和

４
年

１
月

１
日

又
は

令
和

５
年

１
月

１
日

に
お

い
て

地
方

税
法

第
3
4
9
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

情
の

あ

る
も

の
で

、
そ

の
令

和
７

年
度

又
は

令
和

８
年

度
の

価
額

を
本

節
五

に
よ

つ
て

求
め

る
こ

と
が

、
当

該
市

町
村

る
も

の
で

、
そ

の
令

和
４

年
度

又
は

令
和

５
年

度
の

価
額

を
本

節
四

に
よ

つ
て

求
め

る
こ

と
が

、
当

該
市

町
村

を
通

じ
て

固
定

資
産

税
の

課
税

上
著

し
く

均
衡

を
失

す
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

第
１

節
か

ら
本

節
三

を
通

じ
て

固
定

資
産

税
の

課
税

上
著

し
く

均
衡

を
失

す
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

第
１

節
か

ら
本

節
二

固
定

資
産

評
価

基
準

（
家

屋
）

改
正

案
新

旧
対

照
表

別
紙
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ま
で

に
よ

つ
て

求
め

た
家

屋
の

価
額

に
基

づ
き

、
各

個
の

家
屋

相
互

間
の

価
額

と
の

均
衡

を
考

慮
し

て
そ

の
価

ま
で

に
よ

つ
て

求
め

た
家

屋
の

価
額

に
基

づ
き

、
各

個
の

家
屋

相
互

間
の

価
額

と
の

均
衡

を
考

慮
し

て
そ

の
価

額
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
額

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

八
略

八
略
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参 考 資 料
（審議事項関係）

令和５年９月１９日



土地関係

（審議事項１～２について）

1



地価下落地域における土地の評価額の修正について（評価基準第１章第12節二）

令和２年１月１日を価格調査基準日とする令和３年度評価替えにおいて地価の下落を
できる限り反映させるため、令和２年１月１日から令和２年７月１日までの半年間の地
価の下落状況を評価額に反映することができる措置を講じている。

R3基準

全国的に地価は回復傾向にあるものの、全国で３割程度、地方圏で４割程度の地点で
地価が下落していることから、同様の措置を講ずることとする。

R6基準改正案の考え方

〇下落修正の概要

（１）対象地目
宅地及び市街化区域農地等宅地の価格を評価の基礎として価格を求めることとさ

れている土地。

（２）地域区分
用途地区（商業地区、住宅地区等）、状況類似地区ごとに価格を修正することを

基本とする。
ただし、地価の下落の状況等から、用途地区等をさらに区分する必要がある場合

には、市町村長の判断により細分化できるものとする。

（３）地価下落の把握方法
都道府県地価調査（調査日：Ｒ５.７.１）及び不動産鑑定士の意見等から判断して、

地価が下落していると思われる標準宅地等について、その下落状況を把握する。

価格調査基準日

（H20.1.1)
平成21年度

（H20.7.1）

※地価上昇の場合は反映せず

R5.1.1 R5.7.1
（価格調査基準日）

地価下落を反映

2
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令
和
５
年
地
価
公
示

上
昇
・
横
ば
い
・
下
落
の
地
点
数
の
推
移

（
出
典
）
令
和
５
年
地
価
公
示
説
明
資
料
（
R
5
.３

月
国
土
交
通
省
）

（
単
位
：
地
点
）
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H30～R4 都道府県地価調査（７月１日現在）の推移
住宅地 商業地

都道府県名
平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

都道府県名
平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

変動率 変動率 変動率 変動率 変動率 変動率 変動率 変動率 変動率 変動率
全国 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.7 ▲ 0.5 0.1 全国 1.1 1.7 ▲ 0.3 ▲ 0.5 0.5

北海道 ▲ 1.0 ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.3 1.8 北海道 0.1 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.6 0.8
青森県 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 0.9 青森県 ▲ 1.3 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.0
岩手県 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.6 岩手県 ▲ 2.0 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 1.9 ▲ 1.7
宮城県 0.9 0.9 0.1 0.3 1.3 宮城県 4.7 4.9 3.0 1.6 2.7
秋田県 ▲ 2.4 ▲ 2.0 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 1.1 秋田県 ▲ 2.6 ▲ 2.1 ▲ 2.1 ▲ 1.8 ▲ 1.3
山形県 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 0.4 山形県 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 0.7
福島県 0.5 0.2 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 0.5 福島県 0.2 0.2 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.5
茨城県 ▲ 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.5 0.0 茨城県 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.7 ▲ 0.2 0.3
栃木県 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 0.7 栃木県 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 0.8
群馬県 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1 群馬県 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.8
埼玉県 0.5 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.1 0.8 埼玉県 1.3 1.8 0.0 ▲ 0.3 1.0
千葉県 0.1 0.3 ▲ 0.2 0.0 1.0 千葉県 1.6 2.8 1.4 0.4 2.0
東京都 2.4 2.5 0.2 0.2 1.5 東京都 5.9 6.8 1.3 ▲ 0.3 2.0

神奈川県 0.0 0.1 ▲ 0.9 ▲ 0.2 0.8 神奈川県 2.0 2.5 0.2 0.8 1.9
新潟県 ▲ 1.2 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1 新潟県 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 1.5 ▲ 1.3 ▲ 0.9
富山県 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.4 富山県 0.1 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.4 0.1
石川県 ▲ 0.4 0.4 ▲ 1.1 0.3 0.9 石川県 0.5 1.3 ▲ 1.9 ▲ 1.1 ▲ 0.3
福井県 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 1.7 ▲ 1.3 ▲ 1.2 福井県 ▲ 1.7 ▲ 1.5 ▲ 1.7 ▲ 1.4 ▲ 1.1
山梨県 ▲ 1.8 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 1.3 ▲ 1.2 山梨県 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 0.9
長野県 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 0.7 長野県 ▲ 1.4 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 1.0
岐阜県 ▲ 1.4 ▲ 1.4 ▲ 2.0 ▲ 1.6 ▲ 1.2 岐阜県 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 2.2 ▲ 1.9 ▲ 0.9
静岡県 ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 1.6 ▲ 1.2 ▲ 0.9 静岡県 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 1.7 ▲ 1.2 ▲ 0.6
愛知県 0.6 0.9 ▲ 0.7 0.2 1.5 愛知県 3.1 3.7 ▲ 1.1 1.0 2.3
三重県 ▲ 2.0 ▲ 1.5 ▲ 1.6 ▲ 1.6 ▲ 1.0 三重県 ▲ 1.4 ▲ 0.9 ▲ 1.3 ▲ 1.6 ▲ 0.8
滋賀県 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 1.5 ▲ 1.3 ▲ 0.9 滋賀県 0.2 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.0
京都府 0.0 0.1 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.2 京都府 7.5 7.1 0.4 ▲ 0.6 1.4
大阪府 0.2 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.4 大阪府 5.7 8.7 1.8 ▲ 0.9 1.6
兵庫県 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.1 兵庫県 0.9 1.5 ▲ 0.1 ▲ 0.6 0.4
奈良県 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 1.2 ▲ 1.0 奈良県 0.7 0.9 ▲ 0.2 ▲ 1.1 0.0

和歌山県 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.4 ▲ 1.4 ▲ 1.1 和歌山県 ▲ 1.1 ▲ 0.7 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 0.9
鳥取県 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 0.9 鳥取県 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 1.7 ▲ 1.5 ▲ 1.3
島根県 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.0 島根県 ▲ 1.6 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.1
岡山県 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 0.7 岡山県 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.7 0.2
広島県 0.0 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.3 広島県 1.3 1.7 0.1 ▲ 0.2 0.7
山口県 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.5 山口県 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.6
徳島県 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.4 ▲ 1.3 ▲ 1.2 徳島県 ▲ 1.6 ▲ 1.5 ▲ 2.0 ▲ 1.8 ▲ 1.7
香川県 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 0.8 香川県 ▲ 0.2 0.0 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 0.8
愛媛県 ▲ 1.7 ▲ 1.5 ▲ 1.6 ▲ 1.6 ▲ 1.5 愛媛県 ▲ 1.6 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 1.7 ▲ 1.5
高知県 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.7 高知県 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.0
福岡県 1.1 1.7 0.8 1.5 2.5 福岡県 3.1 4.0 2.1 2.7 4.0
佐賀県 ▲ 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.3 0.1 佐賀県 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.4 0.1
長崎県 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 0.7 長崎県 ▲ 0.3 0.0 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.4
熊本県 0.0 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.2 熊本県 1.5 1.7 0.1 ▲ 0.5 0.1
大分県 ▲ 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 大分県 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 0.8
宮崎県 ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.4 宮崎県 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 0.9

鹿児島県 ▲ 1.6 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 1.4 ▲ 1.3 鹿児島県 ▲ 1.6 ▲ 1.3 ▲ 1.7 ▲ 1.8 ▲ 1.5
沖縄県 4.0 6.3 4.0 1.6 2.7 沖縄県 7.3 12.0 6.2 0.7 1.9

上昇・横ばい・下落の都道府県数 （単位：団体） 上昇・横ばい・下落の都道府県数 （単位：団体）

上昇 9 15 5 7 14 上昇 19 19 10 6 18
横ばい 4 0 0 2 1 横ばい 0 2 1 0 2
下落 34 32 42 38 32 下落 28 26 36 41 27

国土交通省「令和４年都道府県地価調査の概要」より作成5



指定市町村の変更について（評価基準別表第７の２）

＜参考＞

各都道府県の意見を参考に、利用条件等が標準的かどうか等につき検討した結果、山林の
指定市町村の一部を指定替えする必要がある。

大分県 日田市（ひたし） ⇒ 竹田市（たけたし）

固定資産評価基準において、総務大臣は、宅地・田・畑・山林の各地目について、各都道府県から１の市町村
（以下「指定市町村」という。）を指定し、提示平均価額を算定することとされている。また、都道府県知事は、指定
市町村の提示平均価額を参考として、それ以外の市町村の提示平均価額を算定することとされている。

［宅地］ ： 道府県庁所在地の市及び東京都特別区（評価基準第１章第３節三１）

［田・畑・山林］ ： 当該都道府県において利用条件等が標準的な市町村
（田・畑については評価基準別表第２、山林については別表第７の２で市町村名を掲示）

○ 指定市町村について

○ 指定市町村の選定基準

6



大分県指定市町村（山林）の各種指標の分析について

① ： 総務省「基準地及び標準地に関する調査」

②、③、⑤、⑥ ： 総務省「令和４年度固定資産の価格等の概要調書」

④ ： 大分県「大分県林業統計令和２年度」（令和３年３月31日現在）

⑦ ： 農林水産省「2020年農林業センサス」

⑧ ： 国土交通省「土地総合情報システム」（令和３年１月～５年３月)

各種指標の出典

○ 各種指標の分析

指 標 名

大分県

日田市(現行) 竹田市(改正案) 県内市町村
平均指標 乖離率（％） 指標 乖離率（％）

① 前基準年度の基準地価格 円/千㎡ 16,000 ▲ 16.4（▲12.1） 18,000 ▲ 5.9 19,144 

② 一般山林の平均評価額 円/千㎡ 12,000 ▲ 20.0（▲18.7） 17,000 13.3 15,000 

③ 評価総地積に対する一般山林の占有率 ％ 77.9 37.1（40.6） 46.2 ▲ 18.6 56.8 

④ 人工林比率 ％ 74.9 47.1（46.0） 51.2 0.5 50.9 

⑤ １筆当たりの一般山林地積 ㎡/筆 3,816 108.4（113.2） 917 ▲ 49.9 1,831 

⑥ 納税義務者１人当たりの一般山林地積 ㎡/人 35,057 87.7（91.3） 14,051 ▲ 24.7 18,668 

⑦ １経営体当たりの保有山林面積 ㎡/経営体 513,600 10.9（8.0） 158,600 ▲ 65.7 462,900 

⑧ 山林の取引事例 件 180（175） - 136（103） - -

※ 日田市の乖離率の（）内は前回評価替え（令和３基準年度）時の数値。
※ 山林の取引事例の（）内はいずれも３年前同期（平成30年１月～令和２年３月）の数値。
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大分県指定市町村（山林）の変更について

山林
（別表第７の２関係）

現行

大分県

ひ た し

日田市

改正案

大分県

たけたし

竹田市

改正案：竹田市

現行：日田市
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家屋関係

（審議事項３～６について）
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構 造 調査棟数
変動率の平均

（ Ｒ３基準 → Ｒ６基準 ）

木造家屋 ５０７ １．１１９

非木造家屋 １，５２３ １．０７２

合計 ２，０３０ －

【算出方法】（評価基準第２章第２節四２・第３節四２）

再建築費評点数 ＝
基準年度の前年度における

再建築費評点数 ×

再建築費評点補正率

１ 再建築費評点補正率の設定

令和４年７月の物価水準による工事原価

令和元年７月の物価水準による工事原価
再建築費評点補正率 ＝

Ｒ３基準 ＜令和３年度における在来分家屋＞

○ Ｒ３基準で評価された家屋を全国より2,030棟抽出し、Ｒ６基準に置き替え、変動割合を求めたもの。

木造：１．１１ 非木造：１．０７

木 造：１.０４
非木造：１.０７

再建築費評点補正率等の改正（評価基準第２章第４節二・別表第９）

Ｒ６基準案
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木造家屋は、１㎡当たり再建築費評点数に応じた経年減点補正率が適用されることとされている。
再建築費評点補正率が改正されることに伴い、納税義務者に不利益が生じないよう、経年減点補正

率基準表の評点数別区分を改正する。

別表第９ 木造家屋経年減点補正率基準表 「１ 専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物」 （例）

＜例＞Ｒ３の１㎡当たり評点数 133,000点の家屋

Ｒ６評価替えにより１㎡当たりの評点数は133,000点×1.11＝147,630点

評点数別区分を改正しないとＲ３評価替えで適用されていた「86,320点以上133,120点未満」の区分が

「133,120点以上」の区分に移動し、納税義務者に不利益となる。

２ 木造家屋経年減点補正率基準表の見直し

× １．１１
再建築費評点補正率

（Ｒ６基準案（木造家屋））

Ｒ３基準

Ｒ６基準
改正案

※ 別表第９「２ 農家住宅用建物」～「９ 附属家」も同様に改正する。

1 0.80 1 0.80 1 0.80 1 0.80

… …… …… …… …

15以上 0.20 15 0.35 15 0.43 15 0.51

… …… …… …

20以上 0.20 20 0.31 20 0.43

… …… …

25以上 0.20 25 0.36

… …

35以上 0.20

経過
年数

経年減点
補正率

経過
年数

経年減点補
正率

経過
年数

経年減点補
正率

経過
年数

経年減点補
正率

86,320点未満 133,120点未満

延べ床面積1.0㎡当たり再建築費評点数別区分

55,120点未満
55,120点以上 86,320点以上

133,120点以上

95,820点未満 147,770点未満

95,820点以上
147,770点以上61,190点未満

61,190点以上
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積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正 （評価基準第２章第２節五１・第３節五１）

積雪地域又は寒冷地域に所在する家屋は、他の地域に所在する家屋と比較して積雪又は寒冷の影響によ
り通常以上の損耗が生じているものと考えられることから、経年減点補正率に乗じる形で減点補正する。

○ 木造家屋
積雪地域又は寒冷地域の級地の区分（別表第９の２）に応じて定められた率により減点補正

（補正率＝▲5％～▲25％）

○ 非木造家屋
木造家屋に係る積雪寒冷補正率が100分の18以上の地域に属する市町村に所在する非木造家屋のうち、

軽量鉄骨造、れんが造又はコンクリートブロック造の家屋について減点補正
（補正率＝▲3％又は▲5％）

＜積雪地域又は寒冷地域に所在する家屋の評価＞

積雪地域又は寒冷地域の級地の区分（別表第９の２）について、普通交付税に関する省令
を基に積雪地域の級地の区分を令和５年４月１日現在のものに改正する。

R６基準改正案

経年減点補正率×（１－積雪又は寒冷地域の級地区分に応じた率）

例） 積雪地域又は寒冷地域に所在する木造家屋に適用する経年減点補正率の求め方

率
級地区分

積雪地域の率 寒冷地域の率

１級地 １０／１００ ５／１００

２級地 １５／１００ ８／１００

３級地 ２０／１００ １０／１００

４級地 ２５／１００ １５／１００

※ 当該市町村が積雪地域及び寒冷地域に該当

するときは、それぞれの率を合計して得た率

を用いる。

※ 上記算式により求めた経年減点補正率が20％

に満たない場合は20％とする。
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評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正 （評価基準第２章第４節三） ①

「評点一点当たりの価額」を「１円」×「物価水準による補正率」×「設計管理費等による補正率」を基礎として、

市町村長が定めるものとする。

R６基準改正案

評点一点当たりの価額に関する経過措置を令和８年度まで延長する。

併せて、物価水準による補正率を改正する。

① 物価水準による補正率

工事原価に相当する費用等について、東京都特別区の区域とその他の都市との物価水準に係る地域的

格差を考慮して定めているもの。

木造 ：１.００、０.９５、０.９０の３区分（下表参照） 非木造 ：一律１.００

② 設計管理費等による補正率

工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額を考慮して定めているもの。

木造 ：１.０５ 非木造 ：１.１０

＜評点一点当たりの価額に関する経過措置＞

指定市 率 指定市 率 指定市 率 指定市 率

札 幌 市 1.00 特 別 区 1.00 大 津 市 0.95 高 松 市 0.95
青 森 市 0.90 横 浜 市 1.00 京 都 市 1.00 松 山 市 0.95
盛 岡 市 0.90 新 潟 市 0.95 大 阪 市 1.00 高 知 市 0.95
仙 台 市 0.95 富 山 市 0.95 神 戸 市 1.00 福 岡 市 1.00
秋 田 市 0.90 金 沢 市 0.95 奈 良 市 0.95 佐 賀 市 0.95
山 形 市 0.90 福 井 市 0.95 和歌山市 0.95 長 崎 市 0.95
福 島 市 0.90 甲 府 市 0.95 鳥 取 市 0.95 熊 本 市 0.95
水 戸 市 0.95 長 野 市 0.95 松 江 市 0.95 大 分 市 0.95
宇都宮市 0.95 岐 阜 市 0.95 岡 山 市 0.95 宮 崎 市 0.95
前 橋 市 0.95 静 岡 市 0.95 広 島 市 0.95 鹿児島市 0.95

さいたま市 0.95 名古屋市 1.00 山 口 市 0.95 那 覇 市 0.95
千 葉 市 0.95 津　　市 0.95 徳 島 市 0.95 （令和３基準年度版）
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物価水準による補正率について、東京都（特別区の区域）と各指定市（道府県庁所在

市）との工事原価に相当する費用等の地域的格差を反映する観点から、専門機関による各

種指標及び有識者の意見を踏まえて検証した結果、木造家屋の一部指定市に係る補正率を

以下のとおり改正することとする。

青森市、秋田市及び山形市(３団体)に係る補正率を０．９０から０．９５に改正する。

物価水準による補正率の改正

東京都特別区を１.００とし、

１.００ ： ８市

０.９５ ： ３４市

０.９０ ： ５市

Ｒ３基準

Ｒ６基準改正案

（札幌、特別区、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡）

（仙台、水戸、宇都宮、前橋、さいたま、千葉、新潟、富山、金沢、福井、甲府、長野、
岐阜、静岡、津、大津、奈良、和歌山、鳥取、松江、岡山、広島、山口、徳島、高松、
松山、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇）

（青森、盛岡、秋田、山形、福島）

(注) 盛岡市及び福島市については、各種指標に東日本大震災の影響が見られ、震災の影響を除いた場合の数値を把握することが
困難なことから、改正を見送る。

評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正 （評価基準第２章第４節三） ②
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価額の据置措置等の経過措置の延長 （評価基準第２章第４節四、五、六、七）

在来分家屋に係る価額の据置措置及び不均衡是正措置に関する経過措置を令和８年度

まで延長する。

１ 価額の据置措置

２ 不均衡是正措置

価額の据置措置によって評価額を求めることが、市町村における固定資産税の課税上著しく均衡を失する

又は極めて不適当と認められる場合は、家屋相互間の評価額との均衡を考慮し、価額を求めることができる。

【適用例】

評価水準が低かった昭和38年度以前に建築された家屋について、評価水準の低い評価額をそのまま

据え置くことが、課税上著しく均衡を失すると市町村長が判断した場合。

R６基準改正案

基準年度においては評価替えによる評価額(※１)が、

第二及び第三年度においては損壊等による再評価額

(※１)が、前年度の決定価格を上回る場合、前年度の

決定価格に据え置く（※２）。

※１ 理論評価額という。

※２ ただし、改築等がなされた場合は据え置かず、再評価した額。

理論評価額＞前年度決定価格
→ 前年度決定価格に据え置く
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